
はじめに

本稿でいう教育統治の直轄管理（ ）とは，州議会の承認を経て州の教育当局や知事が「学

区改革委員会」等の名称の統治機関を設置して地方学区や学校を運営する州直轄管理（

）と，州が地方教育委員会の有していた権限を部分的にあるいは全面的に市長に委譲することを

認可することによって実現する市長直轄管理（ ）との両方を含んでいる。後者の市

長直轄管理とは州政府の承認の下に，教育委員会が専有してきた教育統治の権限と責任を市長に移す

ことである ）。

長年にわたって都市教育は児童生徒の学力の低迷，政治的葛藤の頻発，多数の新任ないし経験の浅

い教員による授業，児童生徒の学力達成に対する低い期待，教育的指導の一貫性の欠如，カリキュ

ラムの不備，学校管理運営の不備などによって悩まされてきた。市長直轄管理は都市教育の課題を

克服し，児童生徒の学力改善や学校の質改善を図るために市長が積極的に教育に関与・介入すること

を目指すものであり，それまでの教育委員会中心の教育統治システムからの抜本的な変更を意味して

いる。近年の直轄管理として，ボストン（ 年），シカゴ（ 年），クリーブランド（ 年），

ペンシルバニア州ハリスバーグ（ 年），ニューヨーク市（ 年），ワシントン （ 年）

などが代表例である。

市長と教育委員会との関係を歴史的に概観すれば， 世紀末に市長が公立学校の運営に深くかか

わったことで，広範囲にわたって教育関係者の縁故採用，贈収賄などの政治的腐敗，児童生徒を犠牲

にした政治家への利益供与を生み出していたために改革派の人々から都市教育は厳しく批判された。

世紀への世紀転換期において教育統治改革を志向した人々は，政治家・市長による統制から専門

職者・教育専門家による統制への転換を目指した改革である革新主義教育改革を断行した。

その後におけるアメリカの都市教育統治の特徴は，教育の地方統制，地方分権を基調としつつも，

年代以降からは連邦政府の教育当局が， 年代以降は州教育当局が地方教育統治に影響力を

強めていった。むろん，こうした教育当局だけでなく，影響力の観点からすれば，大統領，裁判官，

連邦や州議会の議員も多様な角度から教育改革に影響を及ぼそうと努力してきたし影響を及ぼしてき
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た。

しかるに， 年代以降に顕著となってきたアクターは市長である。 世紀初期の革新主義期以

来，教育への介入を厳しく禁じられきた市長は，今日では，意図的であれ非意図的であれ教育をめぐ

る論争に参入し，教育委員会に代わって実際に教育統治を担う場面が見られるようになってきた。

本稿はアメリカ教育統治において市長直轄管理が導入されてきている要因のうち，特に行財政的な

要因に焦点を当てて検討することを目的としている ）。困難を極める都市教育問題解決の一つの処方

箋として，なにゆえにこの直轄管理改革は提起され実践されてきたのであろうか。この研究課題の解

明に取り組むことによって，以下のような研究上の意義を示すことができるのではなかろうか。第一

に，アメリカ的なそして都市的な教育統治の特性に関するわれわれの理解を深めることである。第二

には， 年前後以降にわが国でにわかに関心を集めつつある地方教育統治改革，具体的には，教

育委員会制度の再編を検討するために有益な知見を提供してくれることである。

以下では，最初に市長の登場を促した背景である教育委員会の機能不全の問題について検討する。

次いで，市長こそアカウンタビリティを確保できるとの確信を生み出した経緯について明らかにす

る。さらに，教育委員会が都市教育改革のために採用した政策として個別学校への分権化政策がある

が，それが必ずしも都市全体の教育改革をもたらさなかったことの反省から，市長への権限の集権化

が求められた点について述べる。最後に，教育行政と一般行政とを統合して，さらには教育財政をも

市長が担うことで，つまり総合行政化することの利点を市長自身と都市教育改革を目指す人々が自覚

するようになったことについて検討を加える。

（1）教育委員会批判の展開

周知のように，アメリカにおける教育統治は連邦，州，地方の各政府が担っている。ただし連邦憲

法の中に教育条項は含まれていないために，州が教育に関する責任を負っている。州は法律の範囲内

で教育政策を策定し教育予算を決定する。それには州の教育当局だけでなく知事や議会も深く関わっ

ている。ただし州は公教育にかかわる多くの権限を実質的に地方学区に委任している。全米におよそ

万 千数百存在している学区のほとんどには教育委員会が組織され，学区が公立初等中等学校を設

置し，教育委員会はこれらの学校の人事やカリキュラムや財政などを管理運営している。

アメリカの都市教育に問題があるとすれば，問題解決に第一義的な責任を負うのは教育委員会で

あったし，現に多くの教育委員会がそのための努力を積み重ねてきている。ところが，教育委員会の

機能不全という厳然たる事実に直面して，人々は教育委員会に代わって教育改革を担うことのできる

適切な機関やアクターの探求を余儀なくされた。そこに登場したのが市長であった。

世紀末から 世紀初期の世紀転換期に市政を牛耳っていた政党組織である政治マシンによる教

育への政治的干渉や教育委員会を舞台とした贈収賄ならびに情実任用を避けるために，独自の税収を

持ち非党派選挙という独自の政治過程を通して，他の政府からは相対的に独立した行政区として学区

を再編成することで，教育統治と市政一般との分離が図られてきた（ ）。この「教育と政
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治の分離」の理念が持続的に堅持されてきたために教育統治に対して一定の距離を置いてきた市長で

あったが，今日において市長に焦点が当てられるようになったのはなぜであろうか。

アメリカの教育委員会制度全体に対してではなく，特に都市教育委員会に対して従来から多様で厳

しい批判が展開されてきている。自身が実施した全米教育委員会実態調査（ ））にも依拠

しながら，都市学校システムの市長直轄管理や任命制教育委員会制度について詳述している ヘ

ス（ ）は，教育委員会を批判する言説を以下の 点に要約している（

）。以下ではこの 点に即してヘスの論述を紹介するとともに，それらの諸点に関連した多様

な教育委員会批判論について適宜検討を加える。

第一点目の教育委員会批判の言説として，教育委員会選挙の投票率が他の公職者の選挙の投票率よ

りも低くなっている（ ％～ ％）ことである。このことについてヘスは，有権者にとって自分た

ちの代表による最低限のアカウンタビリティ確保さえ困難にしていると指摘している。

低投票率の要因として，学校政治の非党派性神話に依拠して委員選挙が党派を明示しない選挙であ

ることと，教育委員選挙が自治体の首長や議会の選挙が行われない年に実施されることなどが指摘さ

れている（ ）。他にも，教育問題が委員選挙の争点になりにくいことや，教育委員会の

職務執行の非透明性による関心の低下なども考えられる。さらには教育委員自身が教育問題の深刻性

や改革課題の提起や市民への問題の投げかけなどをしていないことも考えられる。

教育委員自身と学区民の教育認識のギャップについて ウォン（ ）は教育委

員会に関する調査結果を参考にしながら以下のことを述べている。すなわち，教育委員会制度の抱え

る課題の一つに都市教育委員と都市学区民との間で教育の質についての認識に大きな相違が存在する

ことである。教育委員の ％が教育の質的水準について肯定的な評価を下しているのとは対照的に，

学区民は半分以下の ％しかそのような評価を下していない。さらに 人のうち 人の教育委員は

教師の質を高く評価しているのに対して，学区民は ％であった。ウォンは，こうした主張は他で

実施された調査の中でも見出されるし，学区民の公立学校への低い信頼に注意を喚起している。そし

て教育への市長関与は公立学校に対する市民の信頼回復を目指した制度的な改革努力である，とウォ

ンは結論づけている（ ）。

第二点目として，教育委員選挙への学区民の全般的な無関心とは裏腹に，動員された有権者による，

特に教員組合による選挙での影響力行使が可能となっている。教員組合の支援する候補者の当選率は

特に都市部で高くなっており，教員組合が選挙において活動的な利益集団となっている。その結果，

学区のリーダーシップの発揮は妨げられ，教員組合は既得権を維持し問題のある人事行政が継続する

ことになる，とヘスは述べる。

地方レベルや州レベルの教育統治における教員組合の影響力の強さについて，かねてより実態調査

も含めて意欲的に研究を進めている モー（ ）は，教員組合が影響力を発揮するの

に非常に有利な位置にいることについて以下の諸点を指摘している。教育委員会選挙は他の公職選挙

の実施されない年に行われる。そのために低投票率となり，わずかな人数の有権者しか動員できない
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集団であっても選挙戦を有利に導くことができ，教員組合こそそれが可能な集団である。教育委員選

挙は非党派で行われ，候補者は政党の代表ではなく個人として立候補するために，有権者は立候補者

についての情報が不足し関心も低くなり，教員組合がこの間隙を縫って候補者の支援で効果的に活動

する。さらにモーによると，地方政治はさほど多元的ではなく，教員組合は選挙に関して他のいかな

る集団よりも強い利害関係を持ち，政治行動に関与する強い誘因を持ち，影響力の観点からは選挙で

の競合者を持たない。その上，教員組合は豊かな政治的資源を有しており選挙キャンペーンで多額の

寄付を集めるし，高学歴で知識のある一群の政治活動家を，すなわち教師集団を統制している。これ

らの利点は教育委員立候補者数の少なさ，競争率の低さによって増幅される（ ）。

かくして，教育統治を教員組合に支持された教育委員会の手中から引き離して市長に委ねる直轄管

理は，「都市の学校政治を脱政治化する」（ ）ことでもある。というのは，通常において，

教育委員会選挙で市民のうちのわずかな人々だけしか投票せず，教員組合といった特定の利益集団が

選挙とその後の教育委員会の意志決定過程に強い影響を及ぼすことができるようになっている。こう

した教員組合主導教育政治という実態を転換するための方策として市長直轄管理が導入されてきてい

るのである。

第三に，教育委員会は一貫性と継続性の欠如によって批判されてきた。というのは，教育委員の

頻繁な交替につけ加えて，教育長は世論に配慮して，即効的な改善を示すことによってコミュニティ

を説得する必要性に常に直面している。つまり，教育長が職に留まるためには，短期的に成果を示す

強い圧力にさらされ，すべてのことを短期間に実施し成果も示さなければならないと考えるようにな

る。これに応えることのできない教育長の多くは交替させられるために，教育行政の一貫性や継続性

が保てなくなる。

たとえば教育長の高い交替率について以下のような事実が明らかにされている。 年から

年の 年間に の都市学区教育長職には 名もの多くの人々が着任している。都市学区教育長の

平均在職年数は 年であり，ほとんどの教育長は教育委員会によって求められた教育改革の成果を

見ることなく退職して都市を去っていく。都市学区での教育長在職年数の短かさとは対照的に，

年代に任命制教育委員会になっていた都市教育長の交替率は高くなかった（ ）。

第四に，教育委員会は規律が欠如し，細目にわたる管理を行い，統治における最も重要な任務を遂

行することができないとして批判されている。たとえば，本来は教育長が担うべき業務を教育委員が

行ったり，特定の学校の問題解決のために数多くの命令を発したり，校長の選考に干渉したり事務職

員を叱責したりすることで，教育委員会事務局の本来業務の遂行が支障を来したりしている。

この点に関わって ヒル（ ）は次のように教育委員会を批判している。都市の数多く

の失敗学校（ ）の存在や州学力試験に合格せずに中退する児童生徒への対応を求めら

れても，都市教育委員会は失敗学校を建て直す方法を検討したり，成功の可能性の低い子どもたちの

教育経験を豊かにすることに時間を使っていない。そして，典型的な教育委員会の会議では次年度予

算のあらゆることがらについての意見聴取から，通学バス路線の検討や報償授与に関する市民からの
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苦情への対応といったことがらに時間を割いており，会議において教育的な観点は含まれていない，

と述べている（ ）。

ヘスが五点目に指摘していることは，教育委員会が市長や市民活動や都市政治などと隔絶して運営

されており，そのために教育委員会は政治的影響力を持つ委員を迎え入れることをせず，地元の市

民リーダーや都市政治家と密接な結びつきを欠いている点である。市長が都市政府の内部で調整力を

持ち，たいていは地元のビジネス界や市民リーダーや州政府とともに活動して非常に重要な影響力を

持っているのとは対照的に，学区にはそうした資源が欠落している。

年にそれまでの公選制教育委員会を廃止して新たに市長による任命制の教育委員会に変更し

た，相対的には早くに市長の教育介入を経験したボストンについて改革前の教育委員会の混乱ぶりは

以下のように紹介されている。すなわち，民衆統制のための公選制という手段は，当選者が政策とプ

ログラムで主導権を発揮し，政府の諸機関は選ばれた人々による集合的な意志決定を忠実に執行する

ものと考えられている。ところが，公選制下の教育委員会は内外でのさまざまな軋轢に悩まされて無

秩序で手に負えない状況になっており，当時の教育長は，教育委員会が過剰な職員を抱え学校管理や

人事の細目に過度に介入していると批判している（ ）。

ヘスや上記で紹介したその他の論者が適切に述べているように，市長による教育統治の直轄管理

は，既存の教育委員会が機能不全を来していることについて多くの人々が認識するようになり，教育

委員会に代わって教育統治の責任を市長に委ねることで教育改革の希望を見出そうとしたことを背景

としている。

（2）アカウンタビリティの確保

教育委員会が担っていた教育統治の統制と責任を市長に委ねる直轄管理は，アカウンタビリティの

明確化との関連で言及されることが多い。それではアカウンタビリティとは具体的に何を指すのであ

ろうか。なぜそれが強く求められたのであろうか。

アメリカの教育行政学事典によると，「アカウンタビリティ」とは「公立学校が多様なステークホ

ルダーに確実に説明責任を負うことができるための公式の取り組みである。公務員による非公式の

規範や自発的な行動を通して行使され承認される責任（ ）の概念とは異なり，アカウン

タビリティの概念は公的な政策，構造，過程，成果を通して外部による承認を必要とする。」（

）ただし，誰による誰に対する何に関してのアカウンタビリティであるのかについては見解が

分かれよう。

たとえば， ダーリンハモンド（ ）は教育アカウンタビリティのタイプを

次のように分けている。政治的アカウンタビリティ（州議会や教育委員が定期的に選挙に立候補して

自分たちの実施した決定に対して責任を負う），法的アカウンタビリティ（学校は州法にもとづいて

運営され，公立学校の法律違反に関して市民が裁判所に苦情を申し立てることができる），官僚的ア

カウンタビリティ（連邦，州，学区の教育当局者は学校教育が定められた手続きに従って確実に運営
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されるように規則や規程を定める），専門職アカウンタビリティ（教職員は特別な知識を身につけ，

教職に就くための基準を満たし，職務遂行で専門的基準を維持することを期待される），市場アカウ

ンタビリティ（父母と児童生徒は最も適切であると考える教育内容や学校を一定の条件の下で選択で

きる）（ ）。

ただし看過できないことは，いずれのアカウンタビリティを目的とした政策も，その成否にかかわ

らず，政治家が本当に関心を持ち，問題を抜本的に解決するために努力しているとの印象を市民に与

えることをも意図していることである（ ）。つまり，教育改革の主体として期待さ

れていることへの応答と，政治家としての市民に対する改革努力のアピールという両側面を市長直轄

管理が内包していることの理解は重要である。

このように，アカウンタビリティの確保が教育統治の再編と一体的に展開されているのが今日

的な特徴となっている。この点に関して簡潔に適切に捉えているのは フアーステイン（

）であろう。彼は，公教育のパフォーマンスへの懸念の高まりが公立学校の統治方法に関

する再考を促し，中央集権的で官僚的なシステムの問題性を，すなわち都市教育委員会制度の限界を

浮き彫りにしたことについて論じている。そして，教育委員会に代替する統治モデルとして直轄管理

モデルと市場重視モデルの二つを提示している。ここでの直轄管理モデルには市長によるものと州に

よるものとが含まれている。そして市場モデルにはチャータースクール，バウチャー，教育サービス

の外部委託を含めている（ ）。

これらの改革案のすべてはアカウンタビリティ，選択，効率性の価値を重視することにおいて一貫

しており，「市長と州の直轄管理の場合にはアカウンタビリティは包括的な価値として見なされる」

とフアーステインは主張している。さらに，一定期間ごとに実施される教育委員選挙では公立学校の

アカウンタビリティを保証する方法として不十分である。また，教育委員の匿名性が高いのとは対

照的に，市長と知事に向けたメディアの関心は高く，直轄管理はこれらの公職者を市民と結びつけ，

人々の要求にいっそう応答的にさせる作用を及ぼしたとも論じられている（ ）。

アカウンタビリティを確保するための教育統治改革の重要な一環として市長直轄管理を捉えている

のはフアーステインに限らない。先に紹介した教育行政学事典における「アカウンタビリティ」の

項目を担当した論者は，アカウンタビリティ改革運動の現代的なアプローチとして，直轄管理も含め

た以下の つの戦略を検討している（ ）。具体的に見ていくと，以前から強く求めら

れているものの， 年代以降はなおいっそうその要求が強まっている児童生徒の学力改善である。

次に，低学力学区の州による直轄管理や継続的な低学力校を閉鎖したり抜本的な学校再建を行う戦略

も用いられており，これは連邦政府の 法（ ）によっても採用されて

いる。さらに，教育バウチャー制度に代表される市場，選択，規制緩和の導入がある。市場で活動し

ている営利企業のごとく市場こそ学校によるアカウンタビリティの確保を確かなものとするとの考え

に依拠している。そして，市長直轄管理があり，これは学校の失敗の原因が強力で自治的な学校官僚

制にあるとの認識に基づいて導入された都市教育統治システムの再編であると見なされている。そし
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て最後に，教育専門職の再構成であり，これは教員ならびに教育管理職がアカウンタビリティを積極

的に引き受けることができるように，それぞれの養成過程や研修の見直しを内容としている。

いずれにしても，市長の登場は学校管理権限の所在の変更をもたらし，市長は利害対立を調整して

政治的アカウンタビリティに応答し，それまでの規則を統合的・一体的なものに変えて法的アカウン

タビリティを明確化しながら，アカウンタビリティ政策と学力向上政策との緊密化を図ろうとしてい

る。

メイアー（ ）によれば，市長権限の強化によって結果的に学区教育統治にか

かわる以下の つの側面に影響を及ぼすことが予測されている。アカウンタビリティの焦点化，教育

に関心を持つ有権者の拡大，細目の管理（ミクロ・マネジメント）の範囲縮小である。アカウンタビ

リティの焦点化とは複数の教育委員ならびに教育長から単一の市長に責任の所在を移すことである。

有権者の拡大とは教育委員選挙よりも市長選挙の方が投票率が高く多くの市民が教育に関心を示し，

教育上の決定を執行するのは在職期間の短い教育長ではなく相対的に長い市長であるために，関心が

市長に集まる。細目的管理の範囲の縮小とは，教育長が訓練を経た専門職者であるのに対して市長は

ジェネラリストであるために，市長は専門的観点が必要な細目的管理を避け，専門技術の必要な業務

は委任することになる（ ）。

かくして，アカウンタビリティーの確保が強く叫ばれている今日的な状況の中で，市長や市長から

任命されて学区運営を委ねられた人々は，単に多くの権限を与えられただけでなく，権限を総動員し

て都市学校システムを全体的に変革することを強く求められている。

（3）分権化の限界と市長への集権化

学校教育が公共財としての役割を十分に果たし，全ての子どもたちに最善の教育成果をもたらすよ

うな教育環境を作り出すために，そして，子どもの学習権を十全に保証するために教育統治はどうあ

るべきかについて長年にわたって議論が続けられてきている。この教育統治のありかたに関わる議論

において常に中心的な論点となっているのは分権－集権の議論である ）。

教育委員会，教育長，市長などのアクターに学校統治の権限が集権化されることによって責任が一

元化，明確化されたとしても，意志決定の集権化は幅広い人々の利益や，特定の人々の利益の代表性

を弱めて，民主主義に反するとの批判が寄せられることになろう。逆に，分権化によって，たとえば

都市学区を分割してそれぞれの下位学区へ分権化することや，学校を基盤とした管理（

）ないし学校協議会（ ）などの個別学校運営委員会に権限を分権化す

ることによって，多様な個人や集団が近隣学校で直接に発言権を持ち，学校統治権限を共有して直接

民主主義を実現できたとしても，学校の最終的な統制や責任にかかわる権限の所在が不明確となった

り，個別学校の運営の監督が曖昧になることは大いに予測できる。

集権－分権をめぐる激しい論争が展開される一方で，現代アメリカの教育統治の実態としては，集

権化と分権化とが併存してきていると言ってよい。たとえば，連邦政府の による基準を基盤
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とした教育改革の推進や，全公教育費に占める州政府のシェアの一貫した拡大や学区への規制強化な

どによって，地方学区の権限の縮小と政府間関係における上位政府への集権化が見出される。同時に，

年代半ば以降の学校を基盤とした経営や学校レベル委員会への権限委譲の拡がりによる分権化

も顕著である。 年代末時点において，ほとんどの大都市学区では何らかの学校を基盤とした管

理を進めており，これらの都市学区のうちの ％は学区内の学校のおよそ 分の でこの政策を採

用していた（ ）。

分権化改革が大都市で積極的に推進されていたものの，いくつかの深刻な課題に直面せざるを得な

かった。分権化改革が成功しなかった要因であるとともに，結果的に市長直轄管理が導入されたこと

についてウォンは以下の点を指摘している（ ）。分権改革論者が教員組合やその他の

組織化された利益団体など影響力を持つアクターを考慮に含めていなかったことである。たとえば，

校内で行われた決定が団体交渉にもとづく労働協約によって制約されたりしていた。そして，父母の

組織力や財団からの補助金などの政府以外の資源に，すなわち外部資本にアクセスする学校間の資源

の格差拡大がもたらされる事態も引き起こしている。

分権化だけではなく，既存の教育委員会による教育統治も責任の所在を曖昧にしていると考えられ

ている。 人から 人程度で構成される教育委員会による政策決定は，それが実質的に教育委員主導

であれ教育長主導であれ，責任の所在という観点からは複数の責任主体が存在することになる。対照

的に市長による直轄管理がたいていは代理人あるいは代理機関を市長が任命して統治するが責任は市

長が負う。このために市長による直轄管理は典型的な学校統制の集権化であるとともに責任の一元化

でもある。換言すると，直轄管理は教育統治の集合責任から個人責任への転換を意味している。市長

が統制権を持ち責任も負うことによって，資源が市長に集中し市長の裁量範囲は著しく拡大すること

になる。そして，公選委員からなる教育委員会による教育統治よりも，有権者にとって政策の決定と

実施の透明性が高まる。

以上のように，推進者は直轄管理について市政と教育システムを緊密に結びつけ，公立学校の統制

を集権化することであるとの理解に立っている。そして，集権化によって，一貫性や一体性を欠き弊

害の多い教育委員会の統治権限を弱め，市長主導で学校とコミュニティとの間に緊密な連携を構築し

て学校に利益をもたらす直接的な責任系統を構築でき，それがひいては子どもの学力改善に結びつく

ことが期待されている。

（4）総合行政化と教育財政の一体化

犯罪や薬物や暴力などが蔓延する都市部において，学校は子どもたちにとって都市の社会病理に対

する緩衝地帯ないしは避難所的な機能を果たしている。また，低学力に代表される教育問題の要因を

追求していくと，子どもたち自身の置かれている地域環境，家庭環境の劣悪性が浮き彫りとなってく

る。たとえば子どもたちの学習へのレディネスと社会的・健康的な環境との間に密接な関係があるこ

とは周知の事実ある。都市の子どもたちを取り巻く貧困，住宅，健康などの問題解決を図りながら低



アメリカの教育統治における市長直轄管理の要因に関する考察（小松）

学力や中退などの学校教育問題に取り組む必要性について，教育関係者はむろんのこと政治家も理論

だけでなく実態についても深く理解している。そこで，教育委員会が教育問題の解決を図ろうと努力

すると，自身の管轄範囲を容易に逸脱し他の行政機関の管轄と衝突せざるを得ないし，縦割り行政の

弊害が立ちはだかることになる。

革新主義期に確立された教育と政治との分離原則，換言すれば，一般行政からの教育行政の独立で

はなく，市長による子どもの生活を取り巻く各種行政サービスの一体的な運用によって，教育改善が

果たされるかもしれないとの期待が，教育委員会への信頼低下と相まって，高まってきた。つまり，

問題解決に関わって最も重要なプレーヤーとして市長に焦点が当てられることになった。

市長は住宅，公衆衛生，保健，健康，安全，児童福祉，地域開発，経済開発などを担当することは

言うまでもない。これらの多様で強力な市長の有する権限や機能は子どもの生活に直接的なインパク

トをもたらす政策にも生かすことができる。そしてそれらの権限や機能を総動員することは，教育行

政と都市行政とを一体的に展開することであり，学校および学力の改善をはじめとした教育改革が予

測されたために，市長のリーダーシップの発揮は正統化された ）。

市長主導によって学校教育行政とその他の都市行政とを密接に結びつけている事例をいくつか指摘

したい。 年にケンタッキー州のルイビル市長が子どもたちと家庭のために教育と社会サービス

を結びつけたプログラムである「近隣広場（ ）」を立ち上げ，ルイビルと隣接す

るジェファーソン郡で つのプログラムが運営されている ）。 年にワシントン州シアトルでは

市長のリーダーシップによって，市内総合制ハイスクールの学校を基盤とした健康センターによる

学力格差の縮小ならびに児童生徒健康サービスに重点的に取り組む活動資金を得るために「家庭と

教育のための課税（ ）」を修正した。ニューヨーク市では市長が教育改革

プランである「子ども優先（ ）」の一環として，同時に，学校と社会サービスとを統合

するための一環として，市内ブロンクス区の数校に社会サービスと健康診療を担う「児童救済協会

（ ）」と連携した。さらにワシントン でも 年に，児童福祉関連の全て

の部署と学齢期の子どもにサービスを提供する全ての部署から構成される委員会が市長部局内に設置

された（ ））。なお，学校と社会サービスとの連携ないし統合の試みは，大都

市部や貧困な農村部の危機にある子どもを対象としたものだけでなく，両親とも仕事に従事して子ど

もに関わる時間が少なく関心を払えなくなっている郊外の相対的には富裕学区にある学校の子どもに

とっても必要な措置になっている（ ）。

市長による直轄管理が顕著となってきたのは 年代からであるが，その間に内容は大きく変化

していることが指摘されている。 カースト（ ）らによると，市長の教育関与に

おける最初の波では，たとえば都市公園，余暇プログラム，青年サービスなどを子どもたちの放課後

や夏休み中に活用できるようにするために市長がみずから権限を行使しており，この施策は期待され

たとおりに実施されてきた。その後の 年以降の新たな試みとして，学区の重要な事務管理部門

を支援するために市長は都市一般行政の有する機能を活用している。具体的には情報技術，物品購入，
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給与計算，人事，学校調査，法律業務，施設設備の維持管理などである（ ）。以上の

ように，総合行政化の内容に関してはいかなる観点から見るかによって，いくつかの類型化が可能で

あろう。ただし，ここでは総合行政化が多様に展開されてきていることの確認に止めたい。

もし市長が教育財政についても責任を負うのであるならば，市長は学区の財産管理，会計実務，収

支などについて個別具体的に把握しておく必要があると警告する エデルステイン（ ）

は，都市学区の教育財政の特徴ないしは問題点について以下のように指摘している。全般的に言える

ことは，伝統的に公立学校の予算管理と財務はコミュニティの誰に対しても分かりやすいものではな

かった。学区の直面する教育財政の持続的な問題とは，長期的な学校財政への過剰な資金投入と，不

十分ないし不必要な財務会計システムである。前者については学区の収入と学校システム運営費や退

職金との間の差額によってもたらされ，後者は学区の財政的健全性の不正確な全体像を描き資金の流

れの追跡を困難にしている（ ）。

以上のような特徴を持つ都市学区財政が必然的に慢性的赤字財政に悩まされていたことについて改

めて指摘するまでもない。こうした状況であるにもかかわらず，連邦政府や州政府からの財政援助額

が少なくなり，結果的には子どもへの教育サービスの質の低下を招かぬよう都市政府は財政出動の圧

力をかけられている。特に公立学校教育費が独立した学区財政ではなく都市財政の一部に組み込まれ

いてるシカゴやボストンなどの都市では，全支出に占める教育費の割合の高さからして，市長が教育

行政を包摂して教育財政の効率的運用を図ろうとしても不思議ではない ）。

行政権限に関しても財政権限に関してもそれらの権限を専権的に担っている教育委員会が存在して

いるために，たとえ非効率な行財政運営を行っていてもそれを正す方途について市長がリーダーシッ

プを発揮する余地はほとんどなかった。ところが，教育委員会制度を廃絶して市長が直轄管理するこ

とは，新たな教育統治の構図を浮かび上がらせる。都市財界との太いパイプを持ち産業界や市民から

常に減税の圧力にさらされるとともに，州政府からも都市財政の効率的運用やアカウンタビリティお

よび財政運営の透明化を迫られている市長は，直轄管理することによる教育財政改革を，すなわち財

政の効率的運用の責任を委ねられることになる。

まとめにかえて

以上見てきたように，市長直轄管理による教育統治モデルは，市長のリーダーシップが都市学校改

革に発揮されるとき，子ども福祉事業など市政府の多様な機能と全体的に有機的に結びつけられ，学

校と子ども福祉の統合を図ることができ，ひいては学力改善を果たすことを期待されている。また，

このモデルは公選職である市長の可視性によって市全体を教育問題解決のための努力に向かわせる可

能性を有している。すなわち直轄管理は，アカウンタビリティを強化するだけでなく，都市の経済発

展に対する教育の重要性に多くの市民を気付かせ，中流階級市民の都市居住者を増やし，学区職員で

はなく都市政府の職員が学区の予算を管理執行し，教育長は教育委員会ではなく市長に責任を負う市

長部局の構成員となり，都市の経済エリートは教育問題への関心を高め，経済界からの支援の調達を
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容易にする。

いずれにせよ，市長による直轄管理は， 世紀への転換期における革新主義期に徹底的に排除さ

れた統治モデルのリバイバルであり，教育統治に関わるアクター間の関係を抜本的に変更することを

内包している。そしてこの改革をめぐる議論は，今日において一部で見出されるようになっている教

育委員会の廃絶，再編，機能の大幅な転換などの議論と軌を一にしている ）。

市長直轄管理の今後の可能性を占うには時期尚早である。全米で 万 千数百の学区のうち

年までに導入している学区は既述のように未だほんのわずかである。圧倒的多数の学区では教育に対

して市長の関与はほとんどないか全くない場合が一般的である。もし市長直轄管理の効果が絶大であ

ることが分かったとしても，雪崩を打って教育委員会制度が消失することは予測しがたい。逆に言え

ば，教育委員会制度は単に慣例的に維持されてきただけでなく，存在することの利点について多くの

アメリカ国民が合意していることの証左でもある。一部の都市学区がそうであったように，教育の荒

廃が受忍限度を超えたときにはじめて新たな統治構造としての直轄管理が選択されている。導入にい

たるまでは，教育委員会による教育改革努力を孤立化させるのではなく，多様なアクターが教育委員

会とともに教育改革に邁進できる体制が求められている。

都市はそれぞれ異なり，市長による直轄管理も多様である。研究上重要なことは，これらの統治改

革が教育実践や教育成果にいかなる影響を及ぼしたかを明らかにすることである。この研究課題につ

いては稿を改めて論じたい。

（付記）本稿は，平成 ～ 年度科学研究費補助金基盤研究（ ）「米国の州主導による公立学区

と学校の直轄管理に関する調査実証研究」（代表：小松茂久）（課題番号 ）による研究成果

の一部である。

注
）州直轄管理と市長直轄管理について ウォン（ ）らは以下のように両者の相違の重要性
について指摘している。州直轄管理は，州当局者が一定期間ないしは特定の学業達成基準に達するまで地方
学区を直接的に統制・管理するのに対して，市長直轄管理では教育の地方統制は維持される。そのために都
市住民は直轄管理に関する市長の活動への賛否を投票行動で示すことによって市長の責任を問うことができ
るのに対して，州直轄管理のために設置された統治機関は都市住民に直接には責任を負わない（
）。こうした責任の相違のほかに，州直轄管理の場合は公立学校運営費の州と地方の分担に著しい相違が

生じ，州直轄管理学区は ％が州費で賄われるが，市長直轄管理の場合は約 ％ほどでしかない。このこと
は，負担割合の多寡で州と市長の権限に強弱が生じることを示している（ ）。
）本稿は小松茂久（ ）で示した論点についてさらに深く追求することを目的としている。なお，アメリカ
において直轄管理改革は特に教育政治学者からの関心を集め研究が進められており，本稿で提示するように
成果も示されつつある。ただしこれらの研究成果を踏まえたわが国におけるアメリカ教育の研究は皆無であ
ると言ってよく，教育統治における政府間関係の抜本的再編を研究する意義は大きい。
）ヘスの調査は全米の 学区の抽出調査であり，回答のあった約 の学区を対象に分析を加えたものであ
る。本文にかかわって，教育委員の選出方法だけに限って紹介しておくと，大規模な都市学区で任命制教育
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委員会の数を増加させようとする試みが行われているにもかかわらず，回答学区のうちの ％は公選制を
採用している（ ）。
）市長直轄管理の理論的背景としての集権－分権をめぐる議論については， （ ）が簡潔に示して
いる。特に同書の第 章を参照されたい。
）アメリカに限らず世界中の子どもにとっても学校と学校外行政機関との連携は強く求められている。それは
子どもたちが麻薬中毒，不十分で粗末な住宅，人種差別，性差別，児童虐待，家庭内暴力，性的な混乱，十
代の妊娠，貧困，飢え，不十分で貧困な医療など多くの現代的困難に直面しており，こうした困難が子ども
たちを危機に陥れ，学校が相互に関連する社会問題の中心に位置することになる。しかしながら，これら諸
問題に対処するのに必要なサービスは多様であり，政府機関全体の中で相互の関連づけもなく寸断されてい
る。そのために，多くの西欧諸国は学校と学校外の諸機関が協働して児童生徒の学習以外のニーズを満たす
ことができるように支援し，危機的な状況にある児童生徒と家庭への包括的な支援サービスを提供する政策
を次第に採用しつつある（ ）。
）近隣広場とは，コミュニティを基盤としたワンストップ・サービスセンターのネットワークを創出するため
に協力してきた公的セクター機関の協力組織であり，その目的は，子どもたちと家庭を自立に向けて支援す
る，一体的で身近な健康，教育，雇用，福祉の各サービスを提供することである。詳しくは同プログラムの
（ 。 年 月 日閲覧）を参照されたい。

）学校を広範囲にわたる健康・社会サービスを担当するワンストップ・サービスの拠点に位置づけようとする
動きは近年になって強まっている。 ポルツ（ ）らはヒューストンやロスアンジェルスでの事例
を紹介しながら， 年調査では全米で の学校を基盤とした健康センターがありその内の半分は過去
年間に設置されたものであることを指摘している（ ）。
）多くの都市学区は独立した税収を得ているために厳密にいうと都市財政と一体的ではない。ただし，多くの
都市の総支出に占める教育費の割合は ％～ ％を占めている。さらに，収入源を過度に財産税に依存して
いるために都市の支出能力に影響を及ぼす。そのために，特に子どもを公立学校に通学させていない市民は
学校システムの厳密な管理に目を光らせている（ ）。
）近年の教育委員会廃止論の代表例として （ ）を挙げること
ができる。
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